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全体構想 

 

 

(３) 将来の都市構造
本市が目指す将来の都市構造を「都市拠点」，「都市軸」，「有機的ネットワーク」の３つの要

素に分類し，それぞれの構成要素の将来方向を設定します。「都市拠点」は主要な都市機能を担う

地区であり，「都市軸」は市内の主要道路等，交流を支援する交通網によって表現することができ

ます。これらに加えて，市内各地域を有機的に結び，多様な機能を発揮する「有機的ネットワー

ク」を形成することにより，高質な都市空間の形成と活力の向上を図ります。 

 

１) 都市拠点 

① 中心核 

ＪＲ芦屋駅周辺地区は市の中心にあり，商業・業務機能が集まる地区であるとともに，阪神

間及び本市の主要な広域交流の結節点でもあります。また，市街地再開発事業によって商業・

業務機能の強化が進められ，都市活動の拠点となっています。当地区は本市の顔であり，高度

な都市機能が集積する「中心核」として位置付けます。 

 

② 地域核 

身近な商業集積が見られる阪急芦屋川駅，阪神芦屋駅，阪神打出駅の各鉄道駅周辺や岩園橋

周辺地区，シーサイドセンター，南芦屋浜地域のセンター地区は，「中心核」の機能を補完し，

地域における市民生活の中心となる「地域核」として位置付けます。これら「地域核」は，地

域コミュニティを活性化させ，市民による地域の個性を生かしたまちづくりを支える中心的機

能を果たすことから，多様な活用を検討します。 

 

③ 地域拠点 

山手地域の芦屋市霊園及び仲ノ池緑地，浜地域の芦屋中央公園，南芦屋浜地域の芦屋市総合

公園は，市街地の中にあるまとまった緑であり，憩いの場です。それらを「緑の拠点」として

位置付けます。 

山手地域の市立芦屋病院については，地域の中核病院として市民の誰もが安心して利用でき

る「医療拠点」としての機能を果たします。 

 

④ 地域ゾーン 

伊勢町の図書館，美術博物館，谷崎潤一郎記念館などの文化施設が集積する地区を「文化ゾ

ーン」として位置付けます。「文化ゾーン」では，芦屋独自の文化的な香り漂う空間を形成し

ながら，本市の芸術・文化の中心的機能を果たします。 

市役所，消防署，市民センターなどの公益施設や官公庁施設が集積する芦屋川左岸沿いとそ

の周辺地区を「シビックゾーン」として位置付けます。「シビックゾーン」では，誰もが利用

しやすいユニバーサルデザインの都市空間づくりが進められるとともに，芦屋川と調和した風

格ある都市景観を形成します。 

芦屋川河口と芦屋キャナルパーク，海浜公園，南芦屋浜地域のマリーナと潮芦屋ビーチ※

（人工海浜）は，都市部に近接する貴重な海洋性レクリエーションの場として楽しめる「海の

レクリエーションゾーン」として位置付けます。 

奥池地区は，現況の地形と自然資源を最大限尊重するとともに，豊かな自然と調和した住環
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３ まちづくり整備方針

 

(１) 土地利用の方針
 

１) 市街地の区域 

我が国の人口は，近代の急激な増加期を経て平成 17 年（2005 年）をピークに減少に転じます。

本市においては，人口増加がみられるものの，開発に伴うものが主な要因となっています。したが

って，今後の土地利用に当たっては，緩やかな人口増の動向を勘案しつつ，南芦屋浜地域の新市街

地の開発を進め，自然環境の保全や中心市街地の活性化を図り，活気のある利便性に富んだまちづ

くりを目指します。また，市街地については，現在の市街化区域(面積約 969ha)から拡大を図らな

いものとします。 

 

２) 土地利用配置方針 

本市の市街化区域内では，住宅地がそのほとんどを占めていることから，低層及び中低層住宅

系を中心とした適正な土地利用を図ります。 

第一種低層住居専用地域に指定されている阪急神戸線以北の地区(六麓荘町，山手町，山芦屋町

など)と芦屋川沿いの地区(平田町，川西町，前田町など)，浜地域等の第一種低層住居専用地域に

指定されている地区，南芦屋浜地域において計画的に低層戸建住宅が配置される地区などは，低

層戸建住宅を主体とする良好な住宅地とします。 

第一種中高層住居専用地域に指定されている阪急神戸線以北の地区(朝日ヶ丘町など)は，中層

住宅を中心とした良好な住宅地が形成された中低層住宅地として，阪急神戸線から防潮堤線まで

の市街地では，低層住宅と中層住宅の混在が見られるものの，低層住宅に配慮した土地利用を図

る中低層住宅地として位置付けます。 

浜地域の高層集合住宅群が立地する地区，南芦屋浜地域の震災復興住宅が建設されている地区

及びその周辺は中高層住宅地とします。 

国道 2 号及び国道43号の沿道地区については沿道複合型住宅地とし，ＪＲ芦屋駅周辺，浜地域

の商業集積地，及び南芦屋浜地域のセンター地区を商業地とします。また，阪急芦屋川駅，阪神

芦屋駅，阪神打出駅の周辺，ＪＲ芦屋駅の南西部，岩園橋周辺地区を身近な商業と住宅が調和す

る住商共存地とします。 

今後，新しい市街地が形成される南芦屋浜地域では，必要なものが身近にあって，歩いて暮せ

るように，センター地区に地域の核となる商業地を配置します。また，阪神高速 5 号湾岸線が近

接する利便性を生かした業務研究用地の配置を促進するとともに，マリーナと潮芦屋ビーチ(人工

海浜)を海洋レクリエーション地として位置付けます。 

 

３) 用途別土地利用方針 

① 住宅系の土地利用方針 

良好な住宅地の保全又は形成を図るため，地域特性に応じて性格の異なる住宅地の形成を促

します。芦屋らしさのある高質な都市空間の形成に向け，地区計画※の積極的な活用と都市計画

提案制度の活用を図ります。また，国道 2 号や国道 43 号等の広域幹線の沿道では，住宅系の土
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南芦屋浜地域 

(２) 土地利用の方針
 

１) 土地利用の配置方針 

 芦屋らしい景観に配慮した街並みを形成するために，まちの中心部に親水公園を配置し，緑豊か

な環境を整備します。また，良好な住環境を提供する魅力的な住宅地として親水公園を境にして南

北に大規模な低層住宅地を配置します。海洋町中央部には，県営・市営の災害復興住宅地を含む中

高層住宅地とします。また，マリーナ用地西側に商業地を，中高層住宅地北側に業務・研究用地を

配置します。 

人間サイズのまちづくり「南芦屋浜プラン」に沿った，計画的な土地利用と機能導入を図るとと

もに，市民及び関係機関との協働により，水と緑あふれるまちづくりを進めます。 

 

２) 住宅系の土地利用方針 

 芦屋らしい質の高い住宅を供給するために，南芦屋浜地域では低層を中心としながらも，中層・

高層の集合住宅を配置したバランスの良い住宅地を形成します。また，既成市街地の不足する公共

施設を補うとともに，優れた住環境を創出するために，充分な面積の公園・緑地を配置して，ゆと

りある緑豊かな都市空間を創造します。 

 また，生涯住み続けたいと思えるように，多様な住宅様式とライフスタイルを提供することで，

新たな芦屋の魅力ある空間を創出します。 

 

① 低層住宅地 

 低層戸建住宅を中心とした開発を進めます。また，ウォーターフロントの立地特性を生かし，

水と緑豊かな居住環境を形成するとともに，住宅については，道路境界から充分なセットバック

を行い，緑豊かなオープン外構とします。 

  また，係留施設付住宅地は，マリーナと調和した親水性の高い住宅地として整備を図ります。 

 

② 中高層住宅地 

 中高層住宅地に建設する集合住宅については，道路境界から充分なセットバックを行い，その

セットバックした部分を緑地とします。 

 

３) 商業系の土地利用方針 

 

① 商業地 

 商業地のうち，係留施設付住宅地の北側にある海洋町のマリーナの西側地区を「センターゾー

ン」とし，スーパーマーケット，専門店を中心とした本物志向の店舗，レストラン，レジャーシ

ョップ等を誘致します。また，「サブ施設」を計画し，生活に必要なまちの魅力を高める店舗や

専門的な商品を扱う生活利便施設等を配置します。さらに，楽しく歩いてショッピングができる

ように，緑豊かな，ネットワークされた歩行空間(緑道等)を整備します。 

 

② マリーナ用地 

 海浜レクリエーションゾーンとしてマリーナが整備されることに伴い，カフェやレストラン，
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南芦屋浜地域 

物品販売店などマリーナ関連施設のための用地として活用します。また，ホテル，ウェディング

施設，スパ，フィットネス等の整備・誘致により，阪神間随一のシティリゾートの形成を図りま

す。 

 

③ 業務・研究用地 

 周辺地区の住環境に配慮し，南芦屋浜地域のまちづくりにふさわしい業務研究施設の誘致を図

ります。 
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南芦屋浜地域 

 

図 6-2 南芦屋浜地域の土地利用方針 
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